
©2008いのしし社会保険労務士事務所 

知らないと損する人事労務の法知識（１） ～傷病手当金～ 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険に入っている人がケガや病気をし

て、その療養のために働けず、給料がもらえ

なくなったとき、その間の生活を保障するた

めに設けられた制度がこれ、「傷病手当金」で

す。 

 

もらえる金額は、「標準報酬日額の３分の

２」です。簡単に言うと、１日１万２千円で

働いている人は、１日あたり８千円がもらえ

ることになります。働けなくなった最初の３

日間を除いて１年６ヶ月の間、ずっともらう

ことができます。 

もらえるためには、 

 

（１）療養のためであること 

ちゃんと病気であることが必要です。

例えば美容整形などは病気ではないので、

給付はありません。また療養の必要がな

くなったときは、たとえ働けなくても給

付を受けることはできません。 

 

（２）労務不能であること。 

今、就いている仕事で働けないことが

必要です。例えば、内職などは大丈夫な

のですが、半日出勤したり、配置転換で

以前より易しい仕事だったりなどの場合

は、労務不能とは認められないことにな

っています。また病気ではないけれども

法定伝染病の保菌者で、会社から休業を

命じられるような場合も給付はありませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）継続した３日間の待期期間が完成して

いること。 

 

病気をして３ヶ月間、治療をしている

間は支給がありますが、治ってはいない

ものの働けるからと、勤務を再開します

と、支給は停止となります。 

 

ところがまた病気がぶり返して働けな

くなると支給は復活しますが、支給期間

の１年６ヶ月には働いている間も加算さ

れますので、支給期間が過ぎたら、支給

は打ち切られることになります。 

 

ただし、お医者様から「この病気は治

りました（治癒）」と言われて仕事に復帰

して、また同じ病気が再発したときには、

カウントはリセットされますので注意が

必要です。 

 

同じ理由で別制度の給付があるときは、支

給されないことがあります。この紙面では、

簡略化していますので、もし詳細が知りたい

ときは当事務所までお問合せください。
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会社をサポート！助成金情報（２）～中小企業雇用安定化奨励金～ 

  

みなさんの会社では、パートやアルバイト

など、期間を限定して雇用している方がいら

っしゃると思います。 

 

そうした方が優秀だったり、また働くモチ

ベーションを上げるために、正社員に登用す

る例も多く見られるようになりました。そう

した時に申請したら受けられる助成金がこれ、

「中小企業雇用安定化奨励金」です。 

 

中小企業の事業主さんが、こうした従業員

の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は

就業規則により、新たに正社員への転換制度

を導入し、かつその制度を適用してこうした

従業員を正社員に転換させた場合に、この奨

励金を支給します。 

 

支給される額は、 

 

１. 転換制度導入事業主・・・新たに転換制

度を導入し、かつ、その制度を適用して１人

以上通常の労働者に転換させた場合、一事業

主につき３５万円。 

 

２．転換促進事業主・・・制度を導入した日

から３年以内に３人以上通常の労働者に転換

させた場合、１０人までについて、一人につ

き１０万円。（但し、転換させた労働者のいず

れかが母子家庭の母等である場合については、

制度を導入した日から３年以内に２人以上と

し、母子家庭の母等である対象労働者一人に

つき１５万円とする。それ以外の対象者労働者

については１０万円とする。 ）となっていま

す。 

 

 右のような、詳細な

受給条件があります。

お問合せは当事務所ま

でお気軽にどうぞ。 
 

次の１から５までのいずれにも該当する事業主です。  

 

１ 雇用保険の適用事業主であること。  

 

２ 当該事業主が雇用する全ての有期契約労働者を対象とし

て、転換制度を労働協約又は就業規則に新たに定めた事業主

であること。  

 

３ その雇用するイからニまでのいずれにも該当する有期契

約労働者について、転換制度を定めた労働協約又は就業規則

に基づき、１人以上通常の労働者へ転換させた事業主である

こと。  

 

イ 通常の労働者への転換前にあっては、６ヶ月以上の期間

有期契約労働者として支給対象事業主に雇用されている雇

用保険の被保険者であること。被保険者でない者は、公共職

業安定所若しくは有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇

用された者であること。 

 

ロ 通常の労働者への転換後においても引き続き継続して雇

用することが見込まれる者であること。 

 

ハ 通常の労働者への転換日の前日から起算して過去３年間

に支給対象事業主の通常の労働者であったことがないこと。 

 

ニ 通常の労働者として雇用することを前提として雇い入れ

た有期契約労働者ではないこと。 

 

４ 転換制度の導入についての奨励金の支給を受け、３年以

内に３人（母子家庭の母等を含む場合は２人）以上の有期契

約労働者を通常の労働者に転換する事業主においては、新た

に転換制度を導入した日の前日から起算して６ヶ月前の日

から転換制度を適用してその雇用する有期契約労働者を通

常の労働者へ転換させた日）か ら起算して６ヶ月が経過す

る日（転換制度の適用を受けた通常の労働者が複数である場

合であって、新たに転換制度を導入した日から３年６ヶ月が

経過する場合 にあっては、当該経過する日）までの間にお

いて、労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理

由のために事業の継続が困難となったこと又は労働者の責

めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事

業主であること。ただし、転換制度を導入することについて

の奨励金を受けようとする事業主においては、上記の期限を

転換制度を適用してその雇用する有期契約労働者を最初に

通常の労働者へ転換したことによる支給決定日までとする。 

 

５ 当該転換制度を公平かつ適正に実施している事業主であ

ること。 
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人事評価の棚卸し（２）～ホーソン工場の実験～ 

 前回お話ししたのは、テイラーの科学的管理
法でした。この手法は、人間を機械に模して、

より効率的な労務管理方法を確立したもので

した。 

 

今回は、やはり人間は機械ではなかったと

いうお話しです。 

 

工場の照明や賃金、休憩時間、軽食、部屋

の温度・湿度などの環境で、従業員の作業能

率がどのように変化するかを実験することに

しました。 

 

実験を考えたのは、精神科医のエルトン・メイ

ヨーと、心理学教授のレスリスバーガーの２人。 

 

実験場所はウェスタン・エレクトリック社

のホーソン工場というところで、１９２４年

から、数年かけて行われました。 

 

メイヨーとレスリスバーガーは、環境が変

われば、当然、作業効率も変化するものと仮

説を立てていましたが、なぜかどのような場合

でも作業効率は向上したのでした。 

 

なぜ作業効率が向上したのか。従業員の答

えは意外でした。「実験に選ばれて光栄だったか

ら」なのです。 

 

またこの実験では選ばれた従業員が毎日顔

を合わせて作業することで、信頼感や協力意

識が芽生えたことも、作業効率に影響したと

されています。 

 

さらにこの実験では、工場の従業員のほぼ

全員に面接実験を実施しています。 

 

面接は当初、決められた内容を聞き取りす

るものでしたが、それでは従業員の本音が引

き出せないとして、自由回答方式に変えたと

ころ、多くの従業員から、不平や不満を聞き

だすことができたといいます。 

 

これは今でいうコーチングやカウンセリン

グに近いものがあったそうです。 

 

この実験で明らかになったことは、労働者

は機械ではなく人間であり、感情を抜きにして

作業の効率化を図ることはできないというこ

とでした。 

 

生産性を向上させるには、個々人のモチベ

ーションが大切であり、モチベーションを高

めるには、集団の中の人間関係が大きく影響

していることが、この実験で指摘されたので

した。 

 

私たちも、疲れているときや、職場の人間

関係が悪いときは、仕事の効率が下がること

があるかと思います。 

 

この実験以降、労務管理は人間関係や自己

実現など、こころへのアプローチに発展していく

のでした。 

 

 セミナーのお知らせ 
 

【社労士向け】 

「特定社労士受験直前対策セミナー」 
０８年９月１４日（日）１０時～１７時 

大阪社労士会所属 佐々木昌司先生 

 

【士業向け】 

「開業６年目で見えてきたこと、知ったこと」 
～ちょっとだけ先にスタートした先輩のドタバタ奮闘記。

失敗談と皆さんに伝えておきたいこと～ 

０８年９月１５日（祝）９時１０分～１２時 

京都社労士会所属 大原安道先生 

場所：春日市「クローバープラザ」 

 

お申し込み・お問合せは当事務所まで！ 




